
　毎
週
火
・
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曜
日
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行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
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　福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
都
市

公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
十
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
三
号 

福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
三
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
削
る
。 

第
六
条
の
見
出
し
中
「
使
用
料
等
」
を
「
手
数
料
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
表
以
外
の
部
分
中
「
条

例
」
を
「
福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
条
例
第
九
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
」
に
、
「
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
と
お
り

と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
当
該
下
欄
に
定
め
る
使
用
料
及
び
手
数
料
（
以
下
「
使
用
料
等
」
と
い
う
。
）

の
額
」
を
「
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
し
、
条
例
第
十
条
第
一
項
の
手
数
料
（
以
下
単
に
「
手
数
料
」

と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
り
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

一

　福
島
県
太
陽
の
国
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
以
下
「
ク
リ
ニ
ッ
ク
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
診
断
書
等
の

交
付
を
受
け
る
者
（
以
下
「
交
付
を
受
け
る
者
」
と
い
う
。
）
又
は
交
付
を
受
け
る
者
の
属
す
る

世
帯
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
に
至
つ
た

と
き
又
は
受
け
て
い
る
と
き 

二

　交
付
を
受
け
る
者
又
は
交
付
を
受
け
る
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
若
し
く
は
交
付
を
受
け
る

者
の
生
活
費
を
主
と
し
て
負
担
す
る
者
が
、
天
災
、
火
災
等
に
よ
り
著
し
く
損
害
を
受
け
、
手
数

料
を
納
入
す
る
の
に
必
要
な
資
力
を
欠
く
に
至
つ
た
と
き
又
は
欠
い
て
い
る
と
き 

第
六
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六
号
様
式
」
を
「
第
一
号
様
式
」
に
改
め
、
「
指
定

管
理
者
」
の
次
に
「
（
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

「
同
項
の
表
福
島
県
太
陽
の
国
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
項
免
除
で
き
る
場
合
の
区
分
の
欄
の
二
の
規
定
」
を

「
同
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
を
第
一
条
と
す
る
。 

第
七
条
の
見
出
し
中
「
使
用
料
等
」
を
「
手
数
料
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
第
三
項
」
及

び
「
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
料
免
除
申
請
書
又
は
」
を
削
り
、
「
使
用
料
等
」
を
「
手
数
料
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
使
用
料
等
」
を
「
手
数
料
」
に
改
め
、
「
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
料
免
除
・
不
免
除
決

定
通
知
書
（
第
七
号
様
式
）
又
は
」
を
削
り
、
「
第
八
号
様
式
」
を
「
第
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条

を
第
二
条
と
す
る
。 

第
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
使
用
料
等
」
を
「
手
数
料
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。 

第
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
使
用
料
等
」
を
「
手
数
料
」
に
、
「
第
六
条
」
を
「
第
一
条
」

に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。 

第
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
使
用
料
等
」
を
「
手
数
料
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

第
十
一
条
を
削
る
。 

第
十
二
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
使
用
者
、
」
を
削
り
、
同
条
各
号
中
「
交
流
セ
ン
タ
ー
、
」

を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

第
十
三
条
を
削
る
。 

第
十
四
条
中
「
交
流
セ
ン
タ
ー
及
び
」
を
削
り
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

第
一
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
を
削
り
、
第
六
号
様
式
中
「
第
六
条
関
係
」
を
「
第
一
条
関
係
」

に
改
め
、
同
様
式
を
第
一
号
様
式
と
し
、
第
七
号
様
式
を
削
り
、
第
八
号
様
式
中
「
第
七
条
関
係
」
を

「
第
二
条
関
係
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
号
様
式
と
し
、
第
九
号
様
式
を
削
る
。 

附

　則 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
施
行
規
則
（
以

下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福

島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規

定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
申
請
書
と
み
な
す
。 

３

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
て
い
る
決
定
通
知
書
は
、

改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
た
決
定
通
知
書
と
み
な
す
。 

４

　こ
の
規
則
の
施
行
後
に
改
正
前
の
福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
第
十
三
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
返
還
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
改
正
前
の
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
料
返
還
申
請
書
（
第
九
号
様
式
）
に
改
正
前
の
規
則

第
四
条
に
規
定
す
る
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
書
又
は
個
人
使
用
券
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
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課
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福
島
県
規
則
第
四
号 

福
島
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

様
式
第
十
七
号
中
「㊞

」
を
削
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
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ま
ち
づ
く
り
推
進
課
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